
　

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に

関
す
る
法
律

　

　平
成
二
九
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
行
政
機
関
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
に
よ

る
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ
る
経
済
社
会
及
び
豊
か
な
国
民

生
活
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
八
・
五
・
二
七
法
五
一
）
本
則
三
条
（
平
成
二
九
・
一
一
・
二
六

ま
で
に
施
行
）

（
行
政
文
書
の
開
示
義
務
）

第
五
条
　（
柱
書
略
）

一
　
個
人
に
関
す
る
情
報
（
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情

報
を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ

の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。）又
は
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
個
人
の
権
利

利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を

除
く
。

イ
―
ハ
　（
略
）

一
の
二
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

二
―
六
　（
略
）

（
公
益
上
の
理
由
に
よ
る
裁
量
的
開
示
）

第
七
条
　
行
政
機
関
の
長
は
、
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
に
不
開
示
情
報

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
当
該
行
政
文
書
を
開
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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